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基本構想素案及び都市マスタープラン改定計画案の説明

(1) 基本構想素案の概要説明

政策課長の山本と申します。 私のほう からは、 仮称第四次座間市総合計画基本構想の素案、

概要版についてご説明いたしたいと思います。 今日お手元にある概要版に沿って説明いたしま

す。

1ページ目の上段には策定の趣旨と枠組みを示しており ます。策定の趣旨については、「総合
計画は長期的な展望に立ち、 地方自治体の目指すべき将来像、 こう あるべきだという 将来像を

描き出し、 その実現に向けて総合的かつ計画的に行政を経営していく 」 と いう 内容を示してお

り ます。 これについては、 地方自治法と いう 法律の中でも策定が義務付けられており 、議会の

議決を経ることになっており ます。

本市におきましては、平成3年に計画期間を 20年間とする第三次総合計画を進行してまいり
ましたが、 20年間という ことで来年の 3月まで、「みなぎる活力 やすらぎが調和する と き

めきのまち」 と いう 将来像に向けて色々な施策を展開し、 その実現に向けて努めていると ころ

でございます。 第三次総合計画が来年3月までという ことで、 それ以降の新しい総合計画の策
定に努めていると ころでございます。

第三次座間市総合計画は、平成 3年が初年度でした。 その翌年には、 ご存知のとおりバブル
の崩壊と いう 大きな変化がございました。 そう いう よう な時に、新たな視点で、 長期的な展望

に立ってより 有効的な総合計画策定が求められているという 背景がございます。

また、 今後の市政運営においては、協働による市民参加の協働によるまちづく り と いう 視点

が生かされると認識しており ます。 そのために、 より わかり やすく 目標を立ててその実現に向

けて努めていく という よう な形が、 基本的な考え方となっています。 そのよう な考え方の中で

枠組み、どう いう 計画にしたらいいのかという ことで検討してきた結果、基本構想と実施計画、

戦略プロジェク ト という 3つの構成でまちづく り を進めていく こと と しています。
今日ご紹介するのは基本構想の部分でございます。 この基本構想は、 現在の第三次座間市総

合計画では 20年間という ことで、ページにすると 12～13ページの中で記載している事項であ
り 、 そう すると 20 年間という 計画ではどう しても抽象的にならざるをえない、具体的に書け
ない部分がございました。

それを協働のまちづく り で進めていく 上で、 より わかり やすく 、 目標を明確にという 意味合

いで基本構想と基本計画という のを 1つにし、今のと ころ基本構想部分が 150ページぐらいに
なると考えています。 その中で基本的な、 より具体的な目標を掲げて、 どう やって実現してい

く かという こと を基本構想の中で明らかにしていっており ます。

さらに、 それを具体的に実施する内容について実施計画で、 これは 4年間の計画で 2年ごと
に見直していく と いう よう な計画になっており ます。 この実施計画においては、財政計画とい

う ものも的確に策定して、財政的な裏づけのもと に事業を組んでいく という よう な、 より具体

的な内容となっており ます。

そして、戦略プロジェク ト と いう のは今回新しいもので、 これについては政策・ 施策・ 事業
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と いう 計画階層にこだわること なく 、最重要課題を中心に戦略目標と して掲げ、 その達成のた

めの取り 組みを明確にすることで、 これについてはもっと具体的に「 こう いう こと を実現しま

す」 と いう ことで、後で検証できるよう な計画となるよう 考えており ます。

第四次座間市総合計画を策定するにあたり 、一昨年、半年をかけて各職場からプロジェク ト

チーム（ 検討委員会） を編成し、各施策においての現状と課題を、 SWOT分析と いう 、ちょ っ
と難しい言葉かもしれないですが、 そう いった分析方法を用いて全施策、 現状と課題を分析い

たしており ます。 それの解決策、 どう したらいいかという ことまで検討いたしました。 そう い

った点も踏まえて昨年の 3月に策定方針という 、どう いう 方針で新しい計画を策定していく の
かという 方針をまとめさせていただいており ます。

なお、 20年の 8月には外部評価と いう 、大学の先生と か、そう いう 国の委員会に入られた外
部評価委員がいらっしゃいますが、 その方々から第三次座間市総合計画の全体を見て、 現状と

課題評価を行っていただいて、 それも参考にして策定方針を定めたという 経緯がございます。

先ほど市長のほう から、 どのよう な取組をしてきたかという 紹介があり 、重複するかもしれ

ませんがご紹介させていただきます。

まず 3 月には小学生を対象に絵画コンクールを実施させていただいており ます。 それから 4
月にはまちづく り シンポジウムを開催させていただきました。 8 月には子ども議会という もの
を開催し、 8月から 9月にかけて、皆様方のご家庭にも届いたかと思いますけど、一言メ ッセ
ージという のを募集させていただいており ます。 この一言メ ッセージの結果が、 3,600 程度の
貴重な意見をいただいている次第でございます。 そして、 市民まちづく り 協議会という のを開

催させていただきました。 これは新しい取組でして、無作為で 2000人の市民の方、 18歳以上
の方を対象と し、「 まちづく り に参加していただけませんか」 と いう 呼びかけをしたと ころ、

63名の市民の方が応募してきて下さり ました。5日間にわたり各テーマにしたがって検証して
いただき、大変貴重なご提言等いただきました。 それから各種団体懇談会の開催、 今回の地域

別懇談会の開催と なり ます。 5 月には総合計画審議会という のがあり 、 そちらのほう に計画案
について諮問し、8月には答申をいただきたいと考えています。そして市議会のほう に上程し、
12月に議決を経るという 予定でございます。

2 ページ目をご覧く ださい。 こちらには座間市の姿と いう ことで、人口の推移、 今までどう
だったのかという こと を示しており ます。 また年齢的にはどう なのか、 それから財政状況、 よ

く「 財政状況どう なのか」という 質問がございますので、ここでは全部は触れており ませんが、

概要をお知らせしたいと思います。

まずは一番上の人口でございます。 これについては右肩上がり 、増えているという 現状でご

ざいますが、 ここ 3,4 ヶ月は自然動態が減少に転じており 、亡く なられる方とお生まれになる
方を比べると 、亡く なられる方の方が若干多く なってきており 、人口減少と なってきたと考え

ます。平成 32年の 10月の推定人口については、書いてあるよう に 12万 5,664人と いう 推計
をさせていただいており ます。

表 2については、年齢別人口の推移を示しており ます。平成2年、 65歳以上の方の人口が高
齢者人口といい、その割合（ 高齢化率）を表すものがございますけれども、平成2年には 6.4％、
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それが平成22年には約 3倍の 19.8%と いう 統計になっており ます。それに伴い、 14歳までの
方の年少人口それから 15歳から 64歳までの生産年齢人口という のが減少していき、平成 32
年には高齢化率 26.2％と いう よう な、平成2年に比べると約 4倍の高齢化率と なると説明させ
ていただいており ます。

次に表の 3でございます。これが平成21年の当初予算までの現状財政状況でございます。一
番上の黒っぽいダイヤの形をした線については市民税。 市民税は平成 19 年三位一体の改革で
税源移譲があり 、 その税制改正に伴って増加しており ます。 ただ、一昨年よく 言う リ ーマンシ

ョ ッ クに端を発した 100年に 1度の不況と いう 中で、国内経済の低迷もあり 、その影響で減少
してきており ます。 そして、赤い四角のものは職員の人件費で、 これについては減少している

という 状況でございます。 これには退職手当も入っており ますので別途に費用が計上されてい

ます。 そして 3番目の茶色っぽいL印みたいな印が付いているものは、扶助費という ものでご
ざいます。扶助費と いう のは生活困窮者に対する手当てといった福祉的な経費であり 、21年か
ら 22年にかけて急増しているのは、ご存知だと思いますけども、新政府による子ども手当て、
これが 21億 5,000万円であるため、急激に上昇しており ます。 その他に生活保護世帯の給付
も増えていること も要因と なっています。一番下側のグリ ーンの線は公債費と いって、 市の借

金の返済にあたる部分になり ます。 それについてはほぼ横ばいとなっています。

次に表の 4（ 市民一人当たり 未償還元金） ですが、 これは現在の借金の額を市民一人当たり
に割ったものでございます。 これについても 、平成 13 年から減ってきているという 状況でご
ざいます。 23年以降について、今後借り 入れが一切ない場合は、青い線のとおり に減少する予
測です。赤い四角の部分については、毎年 10 億円の借入をした場合の推移を示しています。
同じよう に三角の緑の線については、 20億円を毎年借り 入れる、 10年間と しますと 200憶円
になるわけですけども 、 そう いう 場合の予測です。 これについては、平成 19 年の神奈川県の
平均が 46万円と なっており 、 座間市は 21年度現在 20万程度ですから、県平均の半分以下で
あり 、健全性が高いという こと になり ます。

左側の一番上、表 5をご覧になっていただきたいと思います。これは昭和46年からの座間市
の借入れの内容です。普通債と書いており ますが、 これは道路を直したり 、建物を建設したり

と 、 そう いった公共事業をやったと きの借り 入れのグラフになっており ます。 そして右上に核

づく り 関連債と いう 、 これに関しては別に作成しており ますが、核づく り によって多額の借入

を行ったという ことで、 別に計上させていただいており ます。 それらが平成 22 年では残って
おり ますけども 、平成 32 年あたり には無く なる予測と なっており ます。 そして、核づく り 関
連債の右上にあるものについては、国策関連債と いう 名前をつけており ますが、 これは国が行

った減税対策によって市税が減った分を財源と して借入れたものでございます。さらに平成13
年からは臨時財政対策債と いう ものが生じており ます。 本来、国が国税（ 酒税、所得税、消費

税など ） をもと に地方交付税と して地方自治体へ交付すべきものが、収入不足で交付できず、

それを地方が借金しているため生じているものです。 なお、 この減税対策債、臨時財政対策債

については、交付税への算入により 償還される仕組みになっており ます。

④土地利用については、 あとで都市マスタープランのほう で直接説明いたしますので省略さ
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せていただきます。

座間市を取り 巻く 社会環境という よう なことで、 わが国と本市を取り 巻く 社会潮流について

1～9まで整理させていただいており ます。これについては、前回の懇談会でもご紹介し、詳し
い内容も示しており ますけれども 、 今回このよう な形で整理したこと を説明させていただきた

いと思います。

本市のほう で特に今回の策定にあたり重要視しており ますのは、 まちづく り の役割分担でご

ざいます。協働に対する市の考えをここで明らかにさせていただいており ますので、読ませて

いただきます。

「 市民ひと り ひと り がまちづく り の主役と しての責任と自覚を高めつつ、 お互いに地域社会

の中で支えあえるよう 、 自助・ 共助の精神に基づいて、 まちづく り の担い手となることが望ま

れます。 市民はまちに愛着を持ち、 まちづく り の話し合いの機会に主体的に参加していく こと

が望まれます。 市のまちづく り の課題に対する認識を高め、 まちの目指す将来像や重点的に取

り 組む事項を行政と と もに共有することが必要です。」

このよう な市の考えを示させていただき、 市の役割と して、 1 番目に「 市行政は多様な主体
によるまちづく り のまとめ役です。」、 2 番目に「 市民の声を聞く と と もに、 市行政が持つ情報
を積極的に提供し、信頼関係を築きます。」、 3 番目に「 地域活動や民間活動が自立できるよう
支援します。」、 4番目に「 新たな価値観でまちづく り を実践します。」 と説明しており ます。
左側に載せたもの、 これは、第三次総合計画で言う 「 みなぎる活力 安らぎが調和する と

きめきのまち」 と いう 将来都市像、 これについて仮称の第四次座間市総合計画の将来像として

定めており ます。「 と もに織り なす 活力と個性 きらめく まち」。

この「 と もに織り なす」 と いう のは、『「 人から人へ」 公助、 自助が共助へ広がり 、多様な地

域コミ ュニティ が活性化し、地域の連帯が強いまちであることを表現しています。』。「 活力と個

性」 でございますが、「文化、健康づく り 、スポーツなど様々なことに市民が生き活きとチャレ

ンジし、都市基盤整備を背景と して産業活動が活発なまちであること を表現しています。」。「 き

らめく 」でございますけども 、「いつでも何かを期待でき、新しいものが生まれるまちを追求し、

座間らしさを創造しよう と する姿勢を表現しています。」。 このよう な将来都市像を定めており

ます。

次に 4ページ目でございます。一番上の段に将来目標と施策体系をまとめており ます。一番
目と して「 笑顔溢れる 健やかなまち」 これは健康と医療の分野でございます。健康と医療の

分野に 1から 6、健康づく り 、保健衛生、 スポーツ・ レク リ エーショ ン、医療体制、国民健康
保険、介護保険、 このよう な施策体系をもって、 将来目標を実現していく 、 このよう な形にな

っており ます。二番目として「 支えあい 思いやり にみちた やすらぎのまち」と いう ことで、

これは福祉の分野でございます。同じよう に 7 から 11の施策をもって実現していく という よ
う な体系になっています。三番目として、「と もに考え と もに歩む 安心のまち」 これは市民

参加、コミ ュニティ 、と いった分野になっており ます。中に、12から 24までの施策によって、
事業を図っていこう と いう よう な体系になっており ます。 四番目と して「 のびやかに 豊かな

心 はぐくむまち」 と いう ことで、 これは教育・ 生涯学習の分野でございます。 これにつきま
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しても同様、 6 つの施策の実施を進めていく という 体系になっています。五番目と して「 暮ら
し快適 魅力あるまち」 これは都市基盤整備の分野でございます。六番目と して「 きよらかな

水 大切に守るまち」これは水資源と いう ことで、上水道と下水道の分野です。七番目と して、

「 地球にやさしい 活力あるまち」 これは環境・ 廃棄物・ 産業の分野になっており ます。 8 番
目と して「 未来志向 柔軟な発想 確かな行政経営」 これは行政経営という 市の内部の行政経

営・ 戦略経営の分野になっており ます。 9番目と して、「市民意見 的確な判断と行動 信頼さ

れる行政運営」 これは行政運営、職員育成や情報公開、電子自治体といった内容です。 本計画

は以上のよう な体系になっており ます。

それでは、 この体系について、 今日初めてお示しいたしますので、読みながら説明する形を

と らせていただきたいと思います。

4ページ目下段の政策1、「笑顔あふれる 健やかなまち」 と いう ことで、太陽のマークがつ

いていると ころは、政策 1の「 10年後に目指す市民生活像」 と いう ものを記載しており ます。
「 市民は、良質な健康環境のもと に、 自らのライフステージに合わせた健康づく り に励み、 ま

た地域の包括的な保健・ 医療サービスを受けられること によって、安心して健康な生活を楽し

んでいます。」 このよう な市民生活像を目指して、「 市民の健康づく り 活動を関係機関・ 部署と

連携して支援し、さらにライフステージに応じた予防を重視した保健・医療サービスを提供し、

医療の負担軽減を図り ます。

また、健康づく り に関する知識の普及と諸活動の原点と して位置づけられている市民健康セ

ンターの効率的な維持管理に努め、地域保健の充実のため、関係団体等との連携を強化します。」

このよう なかたちで 10 年後の目指す市民生活像を実現していこう と考えており ます。 その後
ろに、施策 1,2,3 と あり ます。 それぞれについて、例えば「 健康づく り 」 については「 市民ひ
と り ひと り が、運動習慣を持ち、健全な食生活を実施するなど、健康に関する取組を実践し健

やかな生活を営んでいます。」この姿を目指して、どのよう にやっていこう かという と ころを示

しており ます。

今回は、 概要版ですので市長が申したとおり 、重点施策という のを掲載しており ますが、 本

編ではすべての施策の方向、やるべきこと 、 どう したら実現できるか、 と いう こと を示してお

り ます。 どう やって実現していく のか、 市民の方と協働で連携をと って実現していこう 、 それ

から国・ 県と の連携、周辺自治体、広域的な取組という かたちで実現していこう と 。 それから

行政外での共通資源、 ヒ ト ・ モノ ・ カネ・ 情報と いう ものを有効に活用して、施策に取り 組ん

でいこう という よう なこと も、 基本構想の中では示しており ます。

それになおかつ、施策ごとに具体的なまちづく り 指標と いう のを設定しており ます。 これは

絶対指標でございますから、5年後10年後にどのよう な姿を目指していく かという ことが具体
的に示されており ます。冒頭には現状の課題という ものも示しており ます。

政策2は「 支えあい 思いやり に満ちた やすらぎのまち」、10年後には、「市民は住み慣れ
た地域社会の中で、 自立し、互いに助け合い、支えあって、生涯を通して健やかに暮らしてい

ます。」 このよう な市民生活像を示して、「 地域及び市民が、 自助力・ 共助力を充分に発揮し、

健やかな生活が営めるよう 、活動の側面的支援を行います。 また国・ 県や関係機関の取組みを
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十分活用できるよう 、 きめ細かな情報提供に努めます」 と示しており ます。

5ページ目の 2段目、政策3でございます。「共に考え 共に歩む 安心のまち」、市民参加・

コミ ュニティ の分野でございまして、10年後に目指す姿は「 市民相互や市民と行政との連携に
より 、多く の市民が各々の個性を生かし、 まちづく り の主役と して活躍することで、 市民生活

が豊かになっています。多様な地域コミ ュニティ が活性化し地域の連帯感が増すと と もに、防

災・ 消防体制が整う ことで、安心して生活できるまちになっています。 市民は生活するう えで

様々なト ラブルに巻き込まれること なく 、 また、差別や偏見がない地域社会で安心して暮らし

ています。」 と いう よう な生活像を示して、「 地域コミ ュニティ活動や各種市民活動を市民を主

役と した自助と共助の仕組みと して再構築し、 これらの活動に対し市政への参画を促します。

市民生活を脅かす天災、人災に関する情報を広く 収集し、 市民に提供すると と もに危機管理メ

ニューや体制を整備し、 市民と協働の訓練を徹底します。国・ 県や関係機関、各種相談員など

と連携し、消費生活に関する迅速な情報発信、相談窓口の設定などを行います。人権擁護につ

いて知識の普及啓発を図り 活動の支援を行います。 また、国・ 県や関係機関と連携し、女性な

どソーシャルマイノ リ ティ の社会的活動を支援します。 市民が国内外の人と交流する機会を設

けます。」 となっており ます。

6ページ目の 2段目、政策 4は、「 のびやかに 豊かな心 育むまち」、教育・ 生涯学習の分

野の内容になっています。目指す姿と して、「市民は、それぞれのライフステージにおいて、互

いの個性を尊重し合い、伝統・ 文化についてひと り で、 あるいは共に学ぶこと により 、豊かな

心を育んでいます。 また、 その結果を生かして主体的に協働のまちづく り に参画し、 地域社会

の一員と して活躍しています。」このよう な生活像を目指して、「 子ども達が生き生きと 、家庭、

学校、 地域において心身と もに健全に、学び、遊び、育つために、教育環境を整え、 地域の教

育資源を活用した教育活動を充実します。 また、 市民の学習意欲を踏まえ、必要となる各種施

設や市でできる学びの機会を持続的に提供すると と もに、学習の成果を生活や地域活動に活用

できるよう 支援します。 市民が求める芸術文化の催しを企画・ 提供し、 市民が行う 芸術文化活

動を支援すると と もに、年代等に応じて社会参加ができる環境と必要な情報や知識を提供し、

健全な市民文化を形成します。」 と いう 内容を目指すと しています。

6 ページの一番下、「暮らし快適 魅力あるまち」 これは都市基盤整備の分野でございます。

10 年後には「 市民は、安全で環境負荷の少ない交通環境、安心して住み続けられる居住環境、
市民が集い、憩う こと のできる空間が確保され、快適な都市生活を営んでいます。」。 このよう

な生活像を目指し、「持続的な発展が可能と なる社会的資本を次世代に継承するため、中長期的

な視点に立ち土地利用や都市基盤の整備、保全等に取り 組みます。道路や公園など既設の都市

基盤については維持管理水準を明らかにし、新たな整備については国土・ 県土形成における補

完性の原則のもとで整備計画を定めると と もに、 市の限り ある経営資源を前提に、民間の資金

や知恵、力を十分に活用し着実な維持管理及び整備をすすめます。」 と なっており ます。

7ページ目の中段下、 3段目、 政策 6、「 きよらかな水 大切に守るまち」 水資源、 上水道の

関係でございます。「市民は、安全でおいしい水の供給を安定して受けています。また、下水道

の適切な維持・ 管理により 、衛生的な生活が営めると と もに、大雨の時でも浸水などの被害が
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少ないまちになっています。」 このよう なこと を示し、「水道事業や下水道事業の果たすべき役

割を踏まえて、 計画的な施設整備や維持管理のための事業を着実に実施すると と もに、 お客様

サービスの向上や経営の効率化、健全化を図り ます。」 と いう 内容を目指します。

その下、 政策 7「 地球にやさしい 活力あるまち」 これは「 環境と廃棄物・ 産業」 の部分で

ございます。「 市民や事業者は、世界的な地球温暖化への取組みや、 ごみの分別や減量化･資源

化など環境負荷の軽減に積極的に取組み、 自然と調和した良好な環境を形成しています。産業

においては、個々の経営が安定していることはもとより 、農商工連携のもとで地域資源の観光

資源と しての活用などにより 、 地域経済の活性化が図られると と もに、安定した雇用と福利厚

生が確保されるなどにより 、充実した生活環境が維持されています。」このよう な市民生活像を

目指し、「市民が低炭素社会の実現に向けてライフスタイルの転換を図ることができるよう 、市

の環境関連情報を提供するなど、 市民等の環境に対する取組みを支援します。 また、農業にお

ける地産地消や商業における商店街の活性化、工業における道路をはじめと した基盤整備など

の課題は、産業の 1分野での解決が困難なものばかり であり 、地域産業の活性化に市民や事業
者と協働で市を挙げて取り 組む中で、解決を目指します。座間市在住の勤労者に対して国、県、

座間キャンプ、 市商工会等の関連機関と連携して、雇用情報の提供、雇用相談、就労斡旋など

による支援を行います。」 と いう よう な形と なっており ます。

最後のページになり ます。上から 2段目、政策8でございます。 これについては「 未来志向
柔軟な発想 確かな行政経営」 となっており 、「市役所では、総合計画の実現を目指して、施策

の重点化を図り 、 そこに財源をはじめと した経営資源を有効配分し、柔軟で機動性の高い行政

経営を行っています。 また、財政基盤の強化、資産の適切な管理、運用を行う ことで、社会情

勢が激変する時代においても、 将来にわたり 持続的に発展可能な希望を持てる都市となってい

ます。」 と いう こと を目指し、「 地域主権時代において、 市は、 市民の目線で定めた目標を達成

するため、職員と財源を集中的に投入するなど、戦略的な経営を行います。また、地域資源（ 人

材、資材、資金、情報） の現状を把握し、 市民と協働でその効率的・ 効果的な活用を図り 、 地

域社会の形成を牽引します。」 と 示しており ます。

最後、 政策 9 になり ますが、「 市民起点 的確な判断と行動 信頼される行政経営」 につい

ては、「市民は、市民起点で柔軟な発想と主体的な行動ができる職員や市役所に対し、十分な信

頼感を持っています。」という 姿を目指し、「本市では、多様な市民ニーズに応える職員の育成、

行政の透明性を高める情報公開、公平で適正な契約事務の執行、効率的で円滑な財産管理、 さ

らには、適切な会計、監査の事務などを行っています。 市議会は、条例や予算等の重要事項に

ついて審議し、 市の基本方針を決定するプロセスを通して、執行機関の政策立案機能の強化を

図ると と もに、執行機関に対する監視機能を果たしています。 また、 市民に分かり やすい開か

れた議会運営を行っています。」 と しています。

以上が概要版の内容になっています。

冒頭申し上げましたけれども、 この基本構想については、 概要版より 詳細な内容になってお

り ます。 これについては、後日皆様方にお示しして、 4月 1日からのパブリ ッ クコメ ント をい
ただく 期間にご覧になっていただいて、 ご提言などをいただければと思っていますので、 よろ
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しく お願いいたします。

(2) 都市計画マスタープラン改定計画案の説明

都市計画課の森田です。 よろしく お願いします。 私から都市マスタープランの改定の中間報

告をいたします。資料につきましては、 お手元に配布させていただいており ます A4 判、縦の
資料と なり ます。 お手元の資料の表題部分及び主要な項目につきましては、 こちらのパワーポ

イント のほう にも映して説明いたします。

これまでの都市マスタープランの改定作業の経過については、これまでいただいたご意見と 、

庁内での検討を踏まえ、 現在の都市マスタープランの現状、 課題の整理などを行い、 都市マス

タープランの総括を実施し、 都市づく り の目標を作成させていただきます。 本日はこの総括、

並びに目標に基づき、資料の表紙にある都市マスタープランの改定に向けた主な方向性と 、 都

市マスタープラン改定計画案と して、 まちづく り の目標をお示ししたいと思いますのでよろし

く お願いします。

それでは 1ページ目をお開きいただきたいと思います。 都市マスタープランの改定に向けた
主な方向性からご説明させていただきます。 方向性につきましては、 将来の基本的な方向と分

野別の方向の 2つに分けており ます。 1つ目の将来の基本的方向については、 まず将来人口に
ついては総合計画との整合を図り つつ、「人口減少社会への対応と定住人口確保を見据えたまち

づく り 」 と していく こと 、 2 つ目の将来都市構造については、市全体を平面的に区分したゾー
ンの検討と 、 地域の特性を生かした拠点の検討及び将来交通等を踏まえた軸の検討と なってい

ます。 なお、 将来都市構造につきましては後ほどご説明します、 改定計画案の中の、 都市づく

り の目標で詳しく ご説明いたします。

次に 2ページ目にいきます。 2．分野別の方向につきましては、 1の土地利用から 6の都市防
災までの 6分野について、 改定に向けた主な方向性を示しており ます。
（ 1） の土地利用につきましてはこれらの方向性に基づき、地域別の構想の作成に反映してい
きたいと考えており ます。

（ 2） 都市施設につきましては、交通から上下水道・ 河川・ その他の施設まで 3つに分けてお
り ます。交通では、 ここに示しており ます方向性と 、 現在策定しており ます座間市総合都市交

通計画に沿ったかたちで、全体構想の中で反映していきたいと考えています。②の公園・ 緑地

では、身近な公園整備から大規模な緑地の保全などの方向性に基づきまして、全体構想や地域

別の構想に反映していきたいと考えています。上下水道・河川・ その他の都市施設については、

それぞれの分野に応じた方向性に基づき、全体構想や地域別構想に反映していきたいと考えて

おり ます。なお、都市施設全体と して、各施設の長寿命化の方向性もあわせて示しており ます。

（ 3） の市街地整備については、先ほどの土地利用の方針と共通する点があり ますが、都市計
画法等の活用を図り 、 地域別の構想の作成に反映していきたいと考えており ます。

（ 4） の自然・ 都市環境につきましては、未来に残る貴重な自然環境について引き続き保全と
環境負荷の低減等を図り 、全体構想や地域別の構想に反映していきたいと考えています。

（ 5） の都市景観につきましては、景観条例に基づく規制や誘導を引き続き取り 組み、強化す
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る方向で全体構想や地域別の構想に反映していきたいと考えており ます。

（ 6） の都市防災については、火災、震災、水害についてそれぞれ市の地域防災計画と連携を
図り ながら、全体構想や地域別の構想に反映していきたいと考えています。以上が都市マスタ

ープランの改定に向けた主な方向性となり ます。

次に、「 Ⅱ 都市マスタープラン改定計画（ 案） ―都市づく り の目標―についてご説明いたし

ます。 これまでにご説明した都市マスタープランの改定に向けた主な方向性の部分に、 都市づ

く り の目標と して示させていただきます。

1の都市づく り の将来像と しましては、1つ目として将来像の目標を設定させていただいてお
り ます。 都市づく り の将来像では、人口のピークから減少に転ずる社会、 ますます進む高齢化

社会を社会変化のキーワードと しまして、誰もが暮らしてみたいと思う まち、 将来にわたり 安

心して暮らし続けることのできるまちを、 座間の自然や文化を生かしながらつく り あげていく

こと を目指し、 ここに「 自然・ 文化を感じ、誰もが安心して住み続けるまち座間」 と設定させ

ていただきました。 この将来像をもとに 4つに分けた都市づく り の目標を掲げ、 それぞれ目標
の展開を示しており ます。

2 つ目の将来人口と世帯フレームの設定につきましては、先ほど総合計画の中で説明と同じ
と なり ますので、 ここでは省略します。

2 の将来都市構造につきましては、 お手元の資料の最後に将来都市構造図があり ますので、
あわせてご覧いただきたいと思います。 またこちらのパワーポイント には将来の土地利用、 い

わゆるゾーンと拠点の配置、及び軸の配置の 3分割したものを、 それぞれ見やすく 映しご説明
したいと思います。

まず 1つ目の将来の土地利用、 いわゆるゾーンにつきまして、 市街地ゾーンと田園自然環境
ゾーン、利用調整ゾーンの 3つに分けており ます。 まず市街地ゾーンにつきましては、 都市計
画の市街化区域を市街地ゾーンと位置づけ、 市街地と しての適切な土地利用の誘導や、 市街地

基盤の改定により 都市機能の維持構造を図るものです。 次に田園自然環境ゾーンにつきまして

は、 市街化調整区域のう ち主に農地や集落地により 構成されている区域及び良好な自然環境が

残る区域を、田園・ 自然環境ゾーンと位置づけ、農地と しての利用の維持、良好な自然環境の

保全を図るものです。 次に利用調整ゾーンにつきましては、栗原東部地域を利用調整ゾーンと

位置づけ、農業環境の保全を図り つつ区域にふさわしい土地利用の検討をしていきたいと考え

ています。

次に、 2 つ目の拠点の配置につきましては、中心拠点から緑の拠点まで 5 つの区分にそれぞ
れ配置いたします。①の中心拠点につきましては、 市役所周辺を行政施設及び文化施設が集積

する中心拠点と位置づけ、 本市中心にふさわしい業務地と してさらなる機能の充実と利便性の

向上を図るものです。②の地域拠点につきましては、 市内の鉄道駅周辺を、 市民生活を支える

地域拠点と位置づけ、利便性、快適性の向上を図る区分です。③の産業・ 研究拠点につきまし

ては、 市東部に大規模な工業・ 研究施設が立地する地区を、 本市の活力を支える 「 産業・ 研究

拠点」 と位置づけ、産業の立地環境の保全を図るものです。④の歴史・ 文化の拠点、歴史的な

街並みが残る鈴鹿・ 長宿地区を、本市の歴史と文化を伝える「 歴史・ 文化の拠点」 と位置づけ、
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歴史的な街並みの保全を図っていきます。最後に⑤につきましては、緑の拠点と し市内の大規

模な公園や座架依橋周辺のレクレーショ ン施設を、 市民活動の場、観光交流の場と なる 「 緑の

拠点」 と位置づけ、関係機関と協力して整備・ 維持管理を図り ます。 また、羽根沢地区の市街

化調整区域を、良好な緑地が残る「 緑の拠点」 と位置づけ、保全を図り ます。

次に 3つ目の軸の配置につきましては、 都市軸から自然環境軸まで 4つの区分でそれぞれ配
置させていただきます。①の都市軸につきましては、広域都市間や近隣都市間の移動と 、 市内

の移動を確保する軸と しての都市計画道路、首都圏中央連絡自動車道いわゆる圏央道、東名高

速道路、綾瀬インターチェンジ計画のアクセスルート と なる、東西・南北を都市軸と位置づけ、

都市間や地域拠点間の連携強化を図るものです。②の生活軸につきましては、 地域内もしく は

市街地内の移動を確保する軸と して、 地域拠点を結ぶ主要な都市計画道路、 JR 相武台下駅お
よび入谷駅へのアクセス道路を位置づけ、 地域間の連携強化と市街地内の交通網の機能強化を

図るものです。③の公共交通軸につきましては、小田急小田原線、 JR 相模線、相模鉄道の 3
線は都市間の連携を補う 公共交通軸と位置づけ、利便性の向上を図るものです。④の自然環境

軸につきましては、 自然空間と して保全・ 活用すべき軸と して、相模川、相模川段丘の斜面緑

地、 座間丘陵、 目久尻川流域の斜面緑地、一般県道相模川自転車道を「 自然環境軸」 と位置づ

け、親水機能の確保や自然環境の保全、 レクレーショ ン機能の充実を図るものです。以上が都

市マスタープラン改定に向けた主な方向付けと 、 都市マスタープラン改定計画案と しての都市

づく り の目標と なり ます。

今後につきましては、 これらをもと に全体構想、 地域別の構想を 8月から 9月下旬頃までに
ご提示し、 都市マスタープランの地域別の懇談会等でこと具体的なご意見をいただきたいと考

えており ます。 どう ぞよろしく お願いします。以上で説明を終わり ます。


